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【手続補正書】
【提出日】平成23年7月11日(2011.7.11)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　硬化療法を実施するように適合された治療用カテーテルであって：
　カテーテルの縦方向軸を定めるシャフト；
　シャフト上に設けられた、選択的に膨張可能で収縮可能な遠位側バルーン；
　遠位側バルーンと流体連通しており、かつ、遠位側バルーンを選択的に膨張および収縮
させるためのバルーン膨張／収縮用の内腔と流体連通する側孔；
　造影剤および硬化薬用の内腔ならびに治療される静脈の内腔と流体連通する側孔であっ
て、遠位側バルーンから内腔における下流に造影剤および硬化薬を注入するように適合さ
れた側孔；
を含む治療用カテーテル。
【請求項２】
　ガイドワイヤに内部を移動させるように適合されたガイドワイヤ用の内腔をさらに含む
、請求項１に記載の治療用カテーテル。
【請求項３】
　選択的に膨張可能で収縮可能な近位側バルーンをさらに含み、遠位側バルーンと近位側
バルーンが、それらの間で治療される静脈の内腔を画定する、請求項１または２に記載の
治療用カテーテル。
【請求項４】
　治療用カテーテルは、近位側バルーンと遠位側バルーンとの間で治療される静脈の内腔
内に硬化薬を注入するように適合される、請求項３に記載の治療用カテーテル。
【請求項５】
　シャフトの遠位側端部に設けられ、かつ、ＩＳＶのオリフィスと係合するように適合さ
れた係合用先端部をさらに含む、請求項３に記載の治療用カテーテル。
【請求項６】
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　硬化療法を実施するように適合された治療用カテーテルであって：
　選択的に膨張可能で収縮可能な近位側バルーン；ならびに
　選択的に膨張可能で収縮可能な遠位側バルーン；
を含み、近位側バルーンおよび遠位側バルーンが、それらの間で硬化療法により治療され
る内腔を規定する、治療用カテーテル。
【請求項７】
　近位側バルーンおよび遠位側バルーンのための専用の膨張／収縮用内腔をさらに含む、
請求項６に記載の治療用カテーテル。
【請求項８】
　専用の各膨張／収縮用内腔ならびに近位側バルーンおよび遠位側バルーンと流体連通す
る側孔をさらに含む、請求項７に記載の治療用カテーテル。
【請求項９】
　少なくとも１つのバルーンは内腔内における流れを実質的に抑制するように適合される
、請求項６に記載の治療用カテーテル。
【請求項１０】
　治療用カテーテルは、近位側バルーンと遠位側バルーンとの間の内腔内に硬化薬を注入
するように適合される、請求項６に記載の治療用カテーテル。
【請求項１１】
　ガイドワイヤに内部を移動させるように適合されたガイドワイヤ用の内腔をさらに含む
、請求項６に記載の治療用カテーテル。
【請求項１２】
　造影剤および硬化薬の輸送用の内腔をさらに含む、請求項６に記載の治療用カテーテル
。
【請求項１３】
　カテーテルの遠位側端部に設けられ、かつ、ＩＳＶのオリフィスと係合するように適合
された係合用先端部をさらに含む、請求項６～１２のいずれかに記載の治療用カテーテル
。
【請求項１４】
　予め設定された形状を有する誘導用カテーテルであって：
　内部を通る治療用カテーテルを近位側端部において受け入れるのに適した内腔を画定す
る細長いチューブ；および
　チューブの先端部における少なくとも１つの突出部であって、右ＩＳＶ弁の凹部と係合
するように適合された突出部
を含む誘導用カテーテル。
【請求項１５】
　誘導用カテーテルの遠位側端部に設けられた、選択的に膨張可能で収縮可能なバルーン
をさらに含む、請求項１４に記載の誘導用カテーテル。
【請求項１６】
　バルーンが先端部における少なくとも１つの突出部である、請求項１５に記載の誘導用
カテーテル。
【請求項１７】
　チューブは、少なくとも１７０度の第１の曲がりを定める、請求項１４に記載の誘導用
カテーテル。
【請求項１８】
　第１の曲がりとは反対向きの第２の曲がりを含み、第２の曲がりは、右ＩＳＶがＩＶＣ
に入る角度に近づけるように適合されており、かつ、第１の曲がりの遠位側に設けられて
いる、請求項１７に記載の誘導用カテーテル。
【請求項１９】
　カテーテルの長さは６００ｍｍから７００ｍｍである、請求項１４に記載の誘導用カテ
ーテル。
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【請求項２０】
　遠位側バルーンは、バルーンが配置される脈管構造物を実質的に閉塞させ、これにより
流体の流れを妨害するように適合される、請求項１４に記載の誘導用カテーテル。
【請求項２１】
　誘導用カテーテルには、ガイドワイヤ、またはバルーンを選択的に膨張および収縮させ
るためのエアの少なくとも一方のために内腔が設けられている、請求項１５に記載の誘導
用カテーテル。
【請求項２２】
　細長いチューブの遠位側端部に設けられ、かつ、ＩＳＶのオリフィスと係合するように
適合された係合用先端部をさらに含む、請求項１５に記載の誘導用カテーテル。
【請求項２３】
　選択的に膨張可能で収縮可能なバルーンが、係合用先端部の少なくとも一部である、請
求項２２に記載の誘導用カテーテル。
【請求項２４】
　誘導用カテーテルは可撓性である、請求項１４～２３のいずれかに記載の誘導用カテー
テル。
【請求項２５】
　予め設定された形状を有する誘導用カテーテルであって：
　内部を通る治療用カテーテルを近位側端部において受け入れるのに適した内腔を画定す
る細長いチューブ
を含み、細長いチューブの形状は、左腎静脈および左ＩＳＶ内に配置するように適合され
る誘導用カテーテル。
【請求項２６】
　細長いチューブは、左腎静脈がＩＶＣに入る角度に近い７０～１３０度の第１の曲がり
および左ＩＳＶが左腎静脈に入る角度に近い約１００～１２５度の第２の曲がりを有する
、請求項２５に記載の誘導用カテーテル。
【請求項２７】
　誘導用カテーテルの長さは６５０ｍｍである、請求項２５に記載の誘導用カテーテル。
【請求項２８】
　誘導用カテーテルの遠位側端部に設けられた、選択的に膨張可能で収縮可能なバルーン
をさらに含む、請求項２５に記載の誘導用カテーテル。
【請求項２９】
　遠位側バルーンは、バルーンが配置される脈管構造物を実質的に閉塞させ、これにより
流体の流れを妨害するように適合される、請求項２８に記載の誘導用カテーテル。
【請求項３０】
　誘導用カテーテルには、ガイドワイヤ、またはバルーンを選択的に膨張および収縮させ
るためのエアの少なくとも一方のために内腔が設けられている、請求項２８または２９に
記載の誘導用カテーテル。
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